
（ ）単位：千円

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

仮庁舎建設費【警察本部】

18～42年度 19～20年度新

１ 機動センター庁舎 機動センター庁舎建設費（２か年継続事業）［794,936］ 1,973,727 0
建設費総額 １９億７，３７２万７千円 → ０一財 794,936 県債 1,405,000

内訳（１９年度） ２億４，４７２万３千円 → ０建設費 一財 568,727

（２０年度）１７億２，９００万４千円 → ０

・建設概要

所 在 地 さいたま市西区二ツ宮地内

（現在地改築）

敷 地 面 積 ５，７０９㎡

庁 舎 重量鉄骨造 ４Ｆ 約４，４００㎡

車庫・倉庫 鉄骨造 ２Ｆ 約１，８００㎡

建 設 年 度 平成１９年度～平成２０年度

【参考 仮庁舎建設計画】

建 設 地 上尾市平塚地内

（旧南教育センター上尾事務所）

庁 舎 鉄骨造 ２Ｆ １，６０８㎡

車庫・倉庫 プレハブ造 １Ｆ ８８８㎡

建 設 年 度 平成１８年度～平成１９年度

警察本部

－ １ －

【審査の考え方】

警察施設整備全体の優先順位を勘案し、認めないこととした。



（ ）単位：千円

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新

２ 西入間警察署庁舎 １ 庁舎建設調査設計費95,051 95,051
７，８５７万６千円県債 71,000 県債 71,000

建設調査設計費 ・建設概要一財 24,051 一財 24,051

所 在 地 坂戸市関間２丁目地内

（現在地改築）

敷 地 面 積 ４，６９３．５５㎡

庁 舎 ＳＲＣ造 ６Ｆ 約５，６００㎡

車庫・倉庫 鉄骨造 ３Ｆ 約１，６００㎡

建 設 年 度 平成２０年度～平成２２年度

総 建 設 費 約３１億円

２ 仮設庁舎等借上げ関係経費

１，６４７万５千円

・仮設庁舎概要

建 設 地 坂戸市千代田３丁目地内

女子栄養大学短期大学部若葉グラウンドの一部

敷 地 面 積 約２，５００㎡

仮 設 庁 舎 プレハブ造 ３Ｆ 約１，３００㎡

（リース）

総 経 費 約２億２千万円

警察本部

－ ２ －

【審査の考え方】

現警察署の老朽化・狭隘化が著しい現状を勘案し、特別に要求

額を措置した。



（ ）単位：千円

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

19～21年度 19～21年度新

３ 航空隊格納庫・ 航空隊格納庫・事務所棟建設費（３か年継続事業）317,795 317,795
建設費総額 ３億１，７７９万５千円県債 220,000 県債 220,000

内訳（１９年度） ２，１８３万５千円事務所棟建設費 一財 97,795 一財 97,795

（２０年度）１億４，０９７万７千円

（２１年度）１億５，４９８万３千円

・建設概要

所 在 地 狭山市稲荷山２丁目地内

航空自衛隊入間基地内（現在地改築）

敷 地 面 積 ２，０２５㎡

格 納 庫 鉄骨造 １Ｆ 約５００㎡

事 務 所 棟 鉄骨造 ３Ｆ 約４００㎡

建 設 年 度 平成１９年度～平成２１年度

・ヘリコプター現有機

国有機「むさし」 昭和５３年１０月導入

→平成１２年 ３月更新

県有機「さきたま」 昭和６１年１２月導入

→平成２１年度更新予定

（２３年使用）

警察本部

－ ３ －

【審査の考え方】

整備の緊急性を勘案し、要求額を措置した。



（ ）単位：千円

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新

３億８，９６０万６千円４ 警察職員の増員に １ 警察官 １７４人615,530 615,530
政令定数の増員 ３００人諸収入 21,867 諸収入 21,867

平成９年度増員分の解消 △１２６人伴う経費 一財 593,663 一財 593,663

【参考】過去の増員状況

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

400人 380人 380人 305人 330人 330人

２億２，５９２万４千円２ 非常勤職員 ７０人

・交番相談員 ４２人

・警察安全相談員 ８人

・地域防犯支援専門員 １０人

・留置管理業務専門員 ３人

・庁務員 ６人

・調理員 １人

５ 一般行政費 現員の非常勤職員等に係る経費1,748,304 1,665,769 1,665,769
５１３人（△１４人）（非常勤職員経費） 諸収入 169,020 諸収入 159,967 諸収入 159,967

【参考】非常勤職員数の推移一財 1,579,284 一財 1,505,802 一財 1,505,802

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

240人 251人 354人 400人 461人 527人

警察本部

－ ４ －

【審査の考え方】

警察官については、国が政令で定める人数分の増員であり、要

求額を措置した。

非常勤職員については、既存の非常勤職員の見直しなどを考慮

し、それぞれ必要性を勘案し措置した。


